
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平 成 29 年 7 月 1 1 日

 1 2  時 4 0 分 現 在

九 州 地 方 整 備 局

１．体制 

 九州地方整備局災害対策本部は、非常体制 を発令中 

 ○本部体制履歴 

  ・7/5 13:51 注意体制（風水害） 

  ・7/5 16:00 警戒体制（風水害）に移行 

  ・7/5 16:50 非常体制（風水害）に移行 

  ・7/11 11:56  事象に地震を追加 

 

２．リエゾン（7/11  12:30 現在） 
   

派遣先 派遣人数 活動開始日時 備考 

鹿児島県 ２人 7/11  派遣中 

 

≪リエゾン（災害対策現地情報連絡員）とは≫ 

 地震・水害・土砂災害等の大規模自然災害の発生時に、地方公共団体が設置した災害対

策本部へ職員を派遣し、災害情報等の情報収集、災害応急対策の支援を行うもの。 

平成 29 年 7月 11 日、11 時 56 分に鹿児島県鹿児島市において地震（震度 5強）が発

生しました。 

  鹿児島県内の災害情報等の収集等を行うため、鹿児島県庁にリエゾンを派遣します。

【問い合せ先】  

 九州地方整備局 災害対策本部  

企画部企画課 課長補佐 渡辺 祐二 電話：092-414-7301（本部直通） 

鹿児島県で震度 5 強を観測 

～九州地方整備局の取り組み（第１報） 


